
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

馬

場

勝

也

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
十
条
と
し
、
第
七
条
を
第
九
条
と
し
、
第
六
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
条
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
を
第
四
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の

二
条
を
加
え
る
。

（
任
命
権
者
が
行
う
べ
き
措
置
）

第
二
条

条
例
第
三
条
の
二
第
一
号
ア
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の

措
置
と
す
る
。

一

職
員
の
上
司
等
が
、
注
意
又
は
指
導
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
。

二

職
員
の
転
任
そ
の
他
の
当
該
職
員
が
従
事
す
る
職
務
を
見
直
す
こ
と
。

三

職
員
の
矯
正
を
目
的
と
し
た
研
修
の
受
講
を
命
ず
る
こ
と
。

四

そ
の
他
職
員
の
矯
正
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

２

条
例
第
三
条
の
二
第
一
号
ウ
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置

の
ほ
か
、
職
員
が
行
方
不
明
の
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
の
確
認
等

適
格
性
を
欠
い
た
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
措
置
と
す

る
。

第
三
条

条
例
第
三
条
の
三
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
は
、
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措

置
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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